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通所介護・第１号通所事業（通所介護相当サービス）     
重要事項説明書 

＜2024 年 ４月 １日現在＞ 

 通所介護・第１号通所事業／通所介護相当サービス（以下「サービス」といいます。）の提

供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項

について次のとおり説明します。 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事 業 者 名 称 社会福祉法人 百葉の会 

主たる事業所の所在地 山梨県南巨摩郡南部町南部 8058-1  

代 表 者 名 理事長 湖 山 泰 成 

設 立 年 月 日 2014 年 4 月 1 日 

電 話 番 号 ０５５６－６４－１１５０ 

F A X 番 号 ０５５６－６４－１１５１ 

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.momoha-bloom.or.jp 

 

２ 事業所（ご利用施設）の概要 

施 設 の 名 称 デイサービスセンター 百葉南部の郷 

施 設 の 所 在 地 山梨県南巨摩郡南部町南部 8058-1  

事 業 所 指 定 番 号 1970701304 

管 理 者 の 氏 名 塩川 寛人 

電 話 番 号 ０５５６－６４－１１５０ 

F A X 番 号 ０５５６－６４－１１５１ 

ホ ー ム ペ ー ジ http://www.momoha-bloom.or.jp 

 

３ ご利用施設で合わせて実施する事業 

事業の種類 
都道府県知事の指定 

利用定員 
指定年月日 指定番号 

グループホーム 2020 年 4 月 1 日 1990700088 18 名 

 

４ 事業の目的と運営方針 

■ 目的および方針 

通所介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を

目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会

的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図ります。 
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■ 第１号通所事業（通所介護相当サービス）の提供に当たっては、事業所の従業者は、

利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な

日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、

もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指します。 

■ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、

地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの

提供に努めます。 
 

５ 施設の概要 

＜構造など＞ 

敷 地 ２，８９３㎡ 

建 物 

構 造 鉄骨造スレートぶき・地上２階 

延べ床面積 ９１５．８０㎡（施設全体） 

利 用 定 員 ３７名（平日３７名、土曜１５名） 

 

６ 事業所の職員体制 

従業者の職種 員数 職務の内容 

管理者 １名 施設の責任者としてその管理と統括を行う 

生活相談員 
     3 名 
（介護職員兼務） 

利用者およびその家族からの相談に適切に応じるととも

に、市町村・他事業所との連携を図るほか、ボランティア

の指導を行う 

看護職員 2 名  
（機能訓練職兼務） 

医師の指示に基づき服薬・検温・血圧測定等の医療行為を

行うほか、利用者の施設サービス計画および個別援助計画

に基づく看護を行う 

介護職員    ７名  
利用者の居宅サービス計画および個別援助計画に基づく介

護を行う 

機能訓練指導員  ７名  
利用者の居宅サービス計画および個別機能訓練計画に基づ

く機能訓練を行う 

栄養士・調理員 ５名  利用者の食事の調理を行う 

事務員ほか  3 名  施設の労務管理・経理などを行う 

 

７ 職員の勤務体制 

勤務形態 勤務時間 

日 勤 
   ８：１５～１７：１５ 

   ８：００～１７：００ 
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８ 通常の事業実施地域及び営業日・営業時間 

送迎の実施地域 南部町、身延町 

営 業 日 月曜日から土曜日 

営 業 時 間 

原則８時１５分から午後５時１５分（窓口対応時間） 

９時１０分から午後４時１０分（サービス提供時間） 

※お休みの際は前日までにご一報をお願いいたします 

 

９ サービスの内容と費用 

（１）介護保険給付サービス 

ア サービスの内容 

サービスの種別 内    容 

食   事 

昼食 １２：００～（目安） 

管理栄養士または栄養士の立てる献立により、栄養と利用者の心身状況に配慮

した食事を提供します 

入   浴 
利用日数に応じての入浴または清拭を行います 

寝たきりなどで座位のとれない方の入浴も可能です 

排 泄 介 助 
利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うとともに、排せつの自律につい

ても適切な援助を行います 

整 容 個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助します 

機 能 訓 練 
身体機能の低下を防止するよう、利用者の状況に適した機能訓練、心身の活性

化を図るためのレクリエーション等を行います 

健 康 管 理 体調や血圧等の確認を行います 

介 護 相 談 
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行い

ます 

送 迎 居宅と事業所との間の送迎及び乗降の介助を行います 

 イ 利用料等 

■ サービスを利用した場合の「基本利用料」及び「加算」等は厚生労働大臣、又は町長が告

示で定める基準金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に

改定されます。 

■ 介護保険の適用がある場合、原則として料金表の利用料のうち、介護保険負担割合証

記載の割合が利用者の負担額（原則１割または２割･3割）となります。 

■ 介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負

担いただくこととなりますのでご留意ください。 
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■ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納などにより、事業者に直接介護給付が行われ

ない場合があります。その場合は、支払方法が償還払いとなり、利用料の全額をお支払い

いただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町

村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。 

■ また、端数処理により実際の請求額と異なる場合があります。 

 

＜料金表＞ 

  〇基本サービス費（１日につき）※通常規模 ７時間以上８時間未満 

※事業所のある南部町は７級地であるため、１単位１０．１４円で計算します。 

要介護度 単位 利用料 本人負担 

要介護１ ６５８単位 約６，６７２円 

約６６７円 

約１，３３４円 

約２，００１円 

要介護２ ７７７単位 約７，８７８円 

約７８７円 

約１，５７５円 

約２，３６３円 

要介護３ ９００単位 約９，１２６円 

約９１２円 
約１，８２５円 

約２，７３７円 

要介護４ １，０２３単位 約１０，３７３円 

約１，０３７円 

約２，０７４円 

約３，１１１円 

要介護５ １，１４８単位 約１１，６４０円 

約１，１６４円 

約２，３２８円 

約３，４９２円 

     

 

 

〇加算（１日につき） 

種  類 単 位 利用料 本人負担 

 入浴加算 

（Ⅰ）入浴サービスを行った場合 

（Ⅱ）専門職がご自宅訪問を行い、ご自

宅での入浴が出来るようになるための

支援を行い、計画書を作成した場合 

４０単位 約４０５円 

約４０円 

約８１円 

約１２１円 

５５単位 約５５７円 

約５５円 

約１１１円 

約１６７円 

上段：１割 

中段：２割 

下段：３割 

上段：１割 

中段：２割 

下段：３割 
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 中重度者ケア体制加算 

規定する職員数に加え常勤換算方法で

２以上確保し、かつ、利用者数のうち 

要介護３から要介護５である者の 

占める割合が３０％以上である場合 

４５単位  約４５６円 

約４５円 

約９１円 

約１３６円 

 生活機能向上連携加算 

外部との連携により、利用者の身体の

状況などに評価を行い、かつ、個別機能

訓練計画を作成した場合。 

（Ⅰ）ICT 等を活用して助言をしても

らった場合 

（Ⅱ）直接来設され助言をしてもらっ

た場合 

１００単位 
（１月につき） 

約１,０１４円 

約１０１円 

約２０２円 

約３０４円 

２００単位 
（１月につき） 

約２,０２８円 

約２０２円 

約４０５円 

約６０８円 

 個別機能訓練加算 

（Ⅰ）必要人数の機能訓練指導員

の配置をしたうえで、生活状況を

参考に多職種共同で計画書の作成

を行う。その計画書をもとに、機能

訓練指導員が直接訓練の実施を行

った場合。 

（Ⅱ）訓練計画書等必要内容を厚

生労働省に提出を行い、活用をし

た場合。 

（Ⅰ）イ   

５６単位 
 約５６７円 

約５６円 

約１１３円 

約１７０円 

（Ⅰ）ロ   

７６単位 
 約７７０円 

約７７円 

約１５４円 

約２３１円 

（Ⅱ）    

２０単位 
（１月につき） 

約２０２円 

約２０円 

約４０円 

約６０円 

口腔・栄養スクリーニング加

算 

（Ⅰ）利用開始から半年ごとに口

腔の健康状態及び栄養状態につい

て確認を行い、担当の居宅ケアマ

ネージャーに情報提供した場合 

（Ⅱ）必要加算算定している場

合に、口腔・栄養状態の確認を

行い、担当居宅ケアマネージャ

ーに情報提供した場合 

（Ⅰ）    

２０単位 
（6 月に 1 回） 

約２０２円 

約２０円 

約４０円 

約６０円 

（Ⅱ）    

５単位 
（6 月に 1 回） 

約５０円 

約５円 

約１０円 

約１５円 

栄養アセスメント加算 

管理栄養士を 1 名以上配置 

専門職と共同の上栄養アセスメン

トを実施し、結果の説明を行う。そ

の内容を厚生労働省に提出に提出

活用した場合 

５０単位 
（１月につき） 

約５０７円 

約５０円 

約１０１円 

約１５２円 
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 送迎減算 

居宅と事業所の間の送迎を 

行わなかった場合 

△４７単位 約△４７６円 

約△４７円 

約△９５円 

約△１４２円 

科学的介護推進体制加算 
（Ⅰ）ADL 値、栄養状態、口腔機能、

認知症の状況その他の心身状況等に係

る基本的な情報を厚生労働省に提出を

している場合 

必要に応じてサービス計画書を見直

し、サービス提供にあたり、適切かつ有

効に提供するために必要な情報を活用

している場合 

 

４０単位 
（１月につき） 

約４０５円 

約４０円 

約８１円 

約１２０円 

 

サービス提供体制強化加算 
職員の配置状況により算定する 

（Ⅰ） 

２２単位 
約２２３円 

約２２円 

約４４円 

約６６円 
介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が 7０％以上 

（Ⅱ） 

１８単位 
約１８２円 

約１８円 

約３６円 

約５４円 
介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が 6０％以上 

（Ⅲ） 

６単位 
約６０円 

約６円 

約１２円 

約１８円 
介護職員の総数のうち、介護福祉

士の占める割合が 4０％以上 

介護職員等処遇改善加算 

一定の要件を満たした事業所の職員の処遇改善の為の措置 

※法人の届け出の内容により(Ⅰ)～(Ⅳ)のいずれか 1 つを算定

します。※2024 年 6 月 1 日から算定開始。それまでは従前の

処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算を

算定 

算定した単位数の 

(Ⅰ)9.2％に相当する単位数 

(Ⅱ)9.0％に相当する単位数 

(Ⅲ)8.0％に相当する単位数 

       (Ⅳ)6.4％に相当する単位数 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

以下の措置が講じられていない場合 

・虐待防止対策検討委員会の定期開催 

・従業者に対し委員会の結果の周知 

・虐待防止指針の整備 

・従業者に対する虐待防止研修の定期実施 

・上記措置を適切に実施する為の担当者の設置 

事実が生じた月から、改善が認められた月

までの間、利用者全員について所定単位数

から 1／100 に相当する単位数を減算す

る。 

業務継続計画未実施減算 

以下の措置が講じられていない場合 

・感染症や非常災害時に継続的にサービスを提供する為、また

早期の業務再開を図る為の計画が策定されていない場合 

・当該計画に従った必要な措置を講じていない場合 

事実が生じた月から、改善が認められた月

までの間、利用者全員について所定単位数

から 1／100 に相当する単位数を減算す

る。 
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 ○ 第1号通所事業 （１月あたり） 

要介護度 単位 利用料 本人負担 

 事業対象者・要支援１ 

 

1,798 単位／月 

 

約 18,231 円 

約 1,823 円 

約 3,646 円 

約 5,469 円 

 事業対象者・要支援２ 3,621 単位／月 約 36,716 円 

約 3,671 円 

約 7,343 円 

約 11,014 円 

 

〇加算（１日につき） 

種  類 単 位 利用料 本人負担 

 若年性認知症利用者受入加

算 

個別の担当者を定めた上で若年性 

認知症利用者へサービス提供した場

合 

240 単位／月 約 2,433 円 

約 243 円 

約 486 円 

約 729 円 

生活機能向上グループ活動加算 
利用者の生活機能の向上を目的とし

て共通の課題を有する複数の利用者

からなるグループに対し実施される

日常生活上の支援のための活動を行

った場合 

100 単位／月 約 1,014 円 

約 101 円 

約 202 円 

約 304 円 

サービス提供体制強化加算 

職員の配置状況により算定する 
 

（Ⅰ） 

要 1  88 単位 

要 2 176 単位 
介護職員の総数のうち、 

介護福祉士の占める割合が

7０％以上 

要 1 約 892 円 

要 2 約 1,784 円 

 

（要 1） 約 89 円 

約 178 円 

約 267 円  

（要 2） 約 178 円 

約 356 円 

約 535 円 

（Ⅱ） 

要 1  72 単位 

要 2 144 単位 

介護職員の総数のうち、 

介護福祉士の占める割合が

５０％以上 

要 1 約 730 円 

要 2 約 1,460 円 

 

（要 1） 約 73 円 

約 146 円 

約 219 円  

（要 2） 約 146 円 

約 292 円 

約 438 円 

（Ⅲ） 

要 1  24 単位 

要 2  48 単位 
介護職員の総数のうち、 

介護福祉士の占める割合が

4０％以上 

要 1 約 243 円 

要 2  約 486 円 

 

（要 1） 約 24 円 

約 48 円 

約 72 円  

 （要 2） 約 48 円 

約 97 円 

約 145 円 

上段：１割 

中段：２割 

下段：３割 
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科学的介護推進体制加算 
（Ⅰ）ADL 値、栄養状態、口腔機能、

認知症の状況その他の心身状況等に

係る基本的な情報を厚生労働省に提

出をしている場合 

必要に応じてサービス計画書を見直

し、サービス提供にあたり、適切かつ

有効に提供するために必要な情報を

活用している場合 

 

４０単位 
（１月につき） 

約４０5 円 

約４０円 

約８１円 

約１２１円 

介護職員等処遇改善加算 

一定の要件を満たした事業所の職員の処遇改善の為の措置 

※法人の届け出の内容により(Ⅰ)～(Ⅳ)のいずれか 1 つを算

定します。※2024 年 6 月 1 日から算定開始。それまでは従

前の処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援

加算を算定 

算定した単位数の 

(Ⅰ)9.2％に相当する単位数 

(Ⅱ)9.0％に相当する単位数 

(Ⅲ)8.0％に相当する単位数 

       (Ⅳ)6.4％に相当する単位数 

高齢者虐待防止措置未実施減算 

以下の措置が講じられていない場合 

・虐待防止対策検討委員会の定期開催 

・従業者に対し委員会の結果の周知 

・虐待防止指針の整備 

・従業者に対する虐待防止研修の定期実施 

・上記措置を適切に実施する為の担当者の設置 

事実が生じた月から、改善が認められた月ま

での間、利用者全員について所定単位数から

1／100 に相当する単位数を減算する。 

業務継続計画未実施減算 

以下の措置が講じられていない場合 

・感染症や非常災害時に継続的にサービスを提供する為、ま

た早期の業務再開を図る為の計画が策定されていない場合 

・当該計画に従った必要な措置を講じていない場合 

事実が生じた月から、改善が認められた月ま

での間、利用者全員について所定単位数から

1／100 に相当する単位数を減算する。 

 

 

（２）介護保険給付対象外サービス 

  ウ サービスの内容と費用 

利用料の全額を負担していただきます 

種類 内容 利用料 

食費 

（おやつ含む） 

食材費および調理に係る費用 

 
７５０円 

レクリエーション 

クラブ活動 

趣味活動に参加される場合、材料代などを

ご負担いただきます 
     実費 

リハビリパンツ １枚あたり １７０円 
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紙おむつ   

（フラット） 
１枚あたり ４０円 

パッド １枚あたり ３０円 

  その他サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係わる費用であって、利用者にご負担いただくことが適当と認められる費用は、

利用者の負担となります。 

 

10 利用料金などのお支払方法 

 利用料の支払いは、事業者が当月の料金合計額の請求書を翌月１０日以降に利用者

（甲）または利用者の身元引受人（後見人がいる場合は後見人。以下「身元引受人等」と

いいます）または利用者の連帯保証人に送付し、その請求書に基づきご指定の金融機関

口座から自動引き落としにより翌月２７日までに支払いを受けるものとします。事業者

は、利用者（甲）または身元引受人等から料金の支払を受けたときは、利用者（甲）また

は身元引受人等に対し領収書を発行します。 

 

 

11 サービス内容に関する苦情など相談窓口 

当施設のお客様相談窓口 

受付担当者 生活相談員 

解決責任者 所長 

受付時間  月～金曜日 ８：１５～１７：１５ 

電話番号 （0556-64-1150） 

第三者委員 
石川 茂(0556‐64‐2506) 

山田 宏(0556‐64‐2008) 

 

＜手順＞ 

  ①苦情受付 

   ・苦情受付担当者は苦情を随時受け付ける 

   ・苦情受付担当者は苦情解決責任者である所長へ報告する 

  ②苦情受付に際し、次の事項を苦情報告書に記載し、その内容について苦情申出人に

報告する 

   ・苦情の内容 

   ・苦情申出人の希望など 

   ・行政機関などへの報告の要否 

   ・苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの行政機関などの助言、立会いの要否 
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  ③苦情解決に向けての話し合い 

   ・第三者委員への報告の要否 

   ・話し合いへの第三者委員の助言・立ち合いの要否 

   ・苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努める 

  ④苦情解決結果の報告 

   ・苦情解決結果の第三者委員への報告要否 

   ・苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人およ

び担当介護支援専門員に対して決定事項とその経過について報告する 

 

＜当事業所窓口以外の苦情受付機関＞ 

受付機関 連絡先 

行 政 機 関 な ど 

受 付 機 関 

南部町役場（分庁舎） 

福祉保健課 

南部町内船４４７３—１ 

０５５６－６４－４８３６ 

山梨県社会福祉協議会 

運営適正化委員会事務局 

山梨県甲府市北新１－２－１２ 

０５５－２２０－３０３０ 

山梨県国民健康保険  

団体連合会 

山梨県甲府市蓮沢１－１５－３５ 

山梨県自治会館 

０５５－２３３－９２０１ 

 

12 緊急時の対応 

サービス提供中に利用者の容態に変化があった場合は、速やかにご家族または、担当の

介護支援専門員に連絡します。状況により救急車の要請を行います。 

 

13 秘密保持及び個人情報の保護 

① 事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者、その身元引受人および連帯

保証人の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らし

ません。これは、この契約終了後も同様とします。 

② 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生

労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 

③ 事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報につ

いてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者のケアプラン等の立

案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等におい

て、利用者又はその家族の個人情報を用いません。 
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14 事故発生時の対応 

 施設サービスの提供にあたって、事故が発生した場合、速やかに利用者の身元引受人等

に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。状況により市町村への連絡を行います 

事故により利用者に損害が生じた場合は、その損害を賠償いたします。但し、当事業所 

に故意又は過失がない場合はこの限りではありません。 

当該事故発生につき利用者に過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができま

す。 

＜手順＞ 

① 事故発見者は、利用者の安全を確認し看護もしくは介護職員を呼ぶ 

② 看護もしくは介護職員は、次の事項を確認する 

⑴外傷の有無、⑵痛みの有無、⑶部位の確認、⑷バイタルサインの測定 

   ⑸事故の状況観察 

③ 外傷、骨折などの疑いのない場合は、安静を保ち経過観察を行う 

職員よりご家族などに状況および対応を報告する 

④ 外傷、骨折などの疑いのある場合は、所長に報告する 

⑤ 外来受診が必要な場合は、車両を手配（重症の場合は救急車）すると同時に、受

診先病院への連絡を行う 

職員よりご家族などに状況および対応を報告する 

 

15 損害賠償責任等 

事業者は、サービスの提供に伴い、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害 

について賠償する責任を負うものとします。但し、利用者およびその身元引受人等に故意又

は過失が認められる場合、又は利用者に生じた損害の原因がサービスプランに設定されてい

ない場合はこの限りではありません。 

利用者は、自己の責に帰すべき事由により事業所及び職員に損害を与えた場合、その損害

について賠償する責任を負います。 

利用者が、正当な理由なく利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催

促にも係わらずこれを支払わない場合、契約を終了し、利用者およびその連帯保証人に相

当額の賠償を求めることができるものとします。 
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16 非常災害時の対策 

非常時の 

対応 

別に定める消防計画または防災マニュアルに則り 

対応を行います 

避難訓練 

および 

防災設備 

昼間を想定した避難、救出、その他必要な訓練を年２回以上行い

ます、利用者や地域住民の参加が得られるよう連携に努めます 

設備名称 有無 設備名称 有無 

スプリンクラー あり 非常通報設備 あり 

避難階段 あり 煙・火災感知器 あり 

自動火災報知器 あり ガス漏れ探知機 あり 

誘導灯 あり 消火器 あり 

消火栓 あり 排煙設備 あり 

 

17 ご利用の際にご留意いただく事項 

（１）主治医からの日常生活上の指示事項、利用当日の健康状態を従業者に申し出て 

心身の状況に応じたサービスの提供を受けてください 

  （２）体調不良などによってサービスに適さないと判断される場合には、サービスの

提供が中止されることがあります 

  （３）事業所の設備、敷地をその本来の用途に従って利用してください 

  （４）事業所の設備について、故意または重大な過失により減失、破損、汚損した場

合には、自己の費用により原状に復するか、または相当の代価を支払ってくだ

さい 

  （５）ご自宅からの飲食物の持ち込みをしないでください。ただし、体調・疾病など

により持ち込みをしたい場合には事前にご相談ください 

  （６）決められた場所以外での喫煙はしないでください 

  （７）従業者または他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営

利活動は行わないでください 

  （８）故意または過失により事業所または従業者もしくは他の利用者などの生命・心

身・財物・信用などを傷つけ、または著しい不信行為は行わないでください 

 

18 サービスの終了 

◼ 次の場合にサービスは終了となります。 

（１）利用者のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の２週間前までにお申し出下さい。 

ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間

が２週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。 
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（２）事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合

があります。その場合は、１ヶ月前までに文書で通知します。 

（３）自動終了 

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。 

① 利用者が医療機関、又は介護保険施設等へ入院又は入所した場合 

② 利用者の要介護又は要支援状態区分が自立（非該当）となった場合 

（※地域包括支援センターにて基本チェックリストの実施結果によっては利用継

続が可能な場合があります。） 

③ 利用者が死亡した場合 

（４）その他 

次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了

することができます。 

① 事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合 

② 事業者が、守秘義務に反した場合 

③ 事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

④ 事業者が、倒産した場合 

⑤ 利用者が契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意すること

ができない場合 

次の場合は、事業者は文書で解約を通知することにより直ちにサービスを終了さ

せていただく場合があります。 

① 利用者の利用料等の支払いが２ヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告

したにも関らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合 

② 利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を

継続し難いほどの背信行為を行った場合 

③ 伝染性疾患により、他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れ

があると医師が認め、かつ利用者の利用終了した場合 

 

19 身体拘束に関する事項 

  事業者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない

場合を除き、身体拘束、隔離、薬剤投与、その他により利用者の行動制限は行いませ

ん。また身体拘束等の適正化を図る為に以下の措置を講じます。 

①身体拘束、隔離、薬剤投与、その他の方法により利用者の行動を制限する場合 

事前に利用者又はその家族に対して行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について

十分説明し、その様態及び期間・利用者の心身状況ならびに緊急やむを得ない理由を

記録します。 
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②身体拘束等の適正化の為の指針を整備します。 

③身体拘束等の適正化の為の対策を検討する委員会を３ヶ月に１回以上開催し 

その結果について介護職員その他従業者に周知徹底を図ります。 

④介護職員、その他の従業者に対し身体拘束等の適正化の為の研修を定期的に施しま

す。 

 

20 虐待防止に関する事項 

虐待の発生又はその再発を防止するため、虐待防止の取り組みを適切に実施するため

の担当者を置き、虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活

用可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図りま

す。 

また、虐待の防止のための指針を整備し、職員に対し虐待の防止のための研修を定期

的に実施します。 

 

21 感染症まん延防止に関する事項、及び、災害発生時の業務継続の事項 

  感染症の発生又はそのまん延を防止するため、委員会の開催、指針の整備、研修の実

施等に加え、訓練（シミュレーション）の実施を行います。 

  また、感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供

できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練

（シミュレーション）の実施等に取り組んで参ります。  

 

22 ハラスメント対策に関する事項＞ 

  介護現場で働く職員の安全確保と、安心して働き続けられる労働環境が築けるよう、 

ハラスメントの防止の為の取り組みを行います。 

ハラスメント指針を整備し、窓口を明確化するとともに職員に周知します。 

職員に対しハラスメントに対する基本的な考え方について定期的に研修等を実施しま

す。 

職員面談や会議等の場を定期的に設け、ハラスメント発生状況の把握に努めます。 

カスタマーハラスメントと判断された場合には、行為者に対し、関係機関への連絡、

相談環境改善に対する措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

23 その他 

第三者評価の実施状況・・・無 
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以上の内容を証するため、甲および乙は署名または記名のうえ、本重要事項 

説明書を２通作成し、甲・乙が各１通保有します。 

 

 

 

    年  月  日 

 

 

 

（利用者 甲） 

  私は、以上の重要事項につき説明を受け、その内容を理解し、本契約を申し込みます。 

住   所 
 

氏   名  

 

（後見人） 

  私は以上の重要事項につき説明を受け、その内容を理解し、後見人の責任についても理解し同意しました。 

住   所 
 

氏   名                    続  柄  

 

（身元引受人） 
  私は、以上の重要事項につき説明を受け、その内容を理解し、身元引受人の責任についても理解し同意しました。 

住   所 
 

氏   名                    続  柄  

 

 

（事業者 乙） 

    当事業所は、サービスの提供開始にあたり、以上の重要事項について説明しました。 

                

住 所 山梨県南巨摩郡南部町南部 8058-1 

事 業 者  社 会 福 祉 法 人 百 葉 の 会 

代表者名 理事長 湖 山 泰 成   

事業所名 デイサービスセンター 百葉南部の郷     

                  （事業所番号）１９７０７０１３０４    

                     説明者  氏名          

   

  


